
  

 
 

 

（令和７年度～令和１１年度） 

 

 

令和７年４月 

北九州市 



- 2 - 

目 次 

第１章 計画の策定に当たって・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画期間 

第２章 これまでの取組と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

１ これまでの主な取組（令和２年度～令和６年度） 

２ これまでの目標達成状況 

３ 課題 

第３章 計画の目標及び方向性・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

１ 目指す姿   

２ 具体的な目標 

３ 施策の方向性 

４ 計画の体系図 

第４章 計画の主な事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

方向性Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進 

１ 安全・安心に関する意識の高揚及び行動の促進等 

方向性Ⅱ 安全・安心な環境の構築  

１ 地域における安全・安心に関する活動の推進（ソフト面） 

２ 安全・安心に配慮した環境の整備（ハード面） 

方向性Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制等の充実   

１ 青少年等の非行等からの立ち直り支援 

２ 安全・安心に関する相談及び支援体制 

方向性Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信   

１ 安全・安心に関する情報の提供 

２ 安全・安心なまち北九州市の情報発信 

特に配慮すべき対象への主な安全対策   

１ 子どもの安全対策      

２ 女性の安全対策 

３ 高齢者の安全対策 

４ 障害者の安全対策 

特記 

１ 性暴力を根絶するための取組の推進      

２ 犯罪をした者の立ち直り支援 

第５章 計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

１ 推進体制   

２ 効果検証 

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

１ 北九州市安全・安心条例（条文）  

２ 北九州市安全・安心推進会議委員名簿 

３ 用語解説 



- 1 - 

第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨  

〔安全・安心行政の歩み〕 

北九州市では、平成２６（２０１４）年７月に、安全・安心を実感することができるまちを

実現し、次の世代に継承することを目的とした「北九州市安全・安心条例」を制定しまし

た。また、平成２７（２０１５）年８月に、「北九州市安全・安心条例行動計画（以下「第１

次行動計画」という。）」として、具体的な３つの目標や４つの方向性に基づく施策等を定

め、「日本トップクラスの安全なまち」・「誰もが安心を実感できるまち」を目指した取組を

推進してきたところです。 

その結果、北九州市における刑法犯認知件数＊はピーク時の平成１４（２００２）年には、

４０,３８９件でしたが、令和５（２０２３）年には６,０４４件と大幅に減少しました。この間の減

少率は、約８５％と政令市トップです。 

また、防犯パトロール活動への参加者は、第１次行動計画、第２次行動計画ともに目

標値を上回る数値となり、令和５年度末時点で過去最高の８３,５９１人となりました。 

さらに、体感治安＊においては、「安全だ（治安が良い）」と思っている市民の割合は、

近年は、８０％以上の高水準で推移しており、令和５年度に８６．８％となるなど、目標の 

９０％に着実に近づきつつあります。また、市民意識調査における市政評価＊において、

「防犯、暴力追放運動の推進」が９年連続で１位となるなど、北九州市の各種取組の成

果が着実に表れてきています。 

〔新たな行動計画の策定〕 

一方、新型コロナウイルス感染症が収束し、人流が戻ったこと等により、令和４（２０２２）

年、令和５（２０２３）年と２年連続で刑法犯認知件数は増加しています。特に、自転車

盗と万引きを合わせた件数は、そのうちの約３割を占める状態が続いており、対策が急

務となっています。 

また、全国の検挙者に占める再犯者の割合は、令和４（２０２２）年に４７．９％となって

おり、安全・安心な社会を実現するためには、再犯防止への取組も必要不可欠となって

います。 

さらに、近年ではニセ電話詐欺＊に加え、ＳＮＳ＊等を利用した投資詐欺などの被害が

広がってきており、新たな課題となっています。 

そこで、この計画では、第２次行動計画までの施策を引き継ぐとともに、新たな課題を

解決するための施策も加え、より一層「安全・安心なまちづくり」に向けた取組を推進して

いきます。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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引き続き、市並びに市民、地域団体、事業者及び学校の設置者（以下「市民等」と 

いう。）が「安全・安心なまちづくり」を共に考え、一体となって総合的・継続的に取組を 

進めていくことで、 「安全・安心なまち北九州」を実現してまいります。 

また、北九州市のまちづくりの方向性を示す北九州市新ビジョン（北九州市基本構

想・基本計画）では、３つの重点戦略の１つに「安らぐまち」の実現を掲げています。安

全・安心なまちづくりに向けた取組は、「安らぐまち」を実現するための重要な取組となり

ます。 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、北九州市安全・安心条例第２５条の規定により市が定める「安全・安心

なまちづくりに関する施策を総合的、計画的かつ継続的に推進するための行動計画」と

して策定します。 

また、本計画を再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）第８

条に定める地方再犯防止推進計画として位置づけるものです。 

３ 計画期間 

計画期間は、令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までの５年間とします。  

なお、計画期間中においても、社会情勢の変化などにより計画を取り巻く状況が大幅

に変化した場合には、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 これまでの取組と課題 

１ これまでの主な取組（令和２年度～令和６年度） 

第２次行動計画は、３つの具体的な目標を掲げ、北九州市安全・安心条例の基本理

念に掲げる４つの方向性に沿って、施策を推進してきました。 

■目指す姿「日本トップクラスの安全なまち」及び「誰もが安心を実感できるまち」 

                        ＜計画策定時＞    ＜目標＞ 

目標① 刑法犯認知件数        ６，２１７件    ⇒  ４，５００件以下 

目標① 刑法犯認知件          政令市１１位  ⇒  ベスト３ 

                        ※人口１０万人当たりの２０政令市順位 

目標② 防犯パトロール活動への参加者数 

目標① 刑法犯認知件数        ３８，２２５人   ⇒  ６０，０００人以上 

目標③ 「安全だ（治安が良い）」と思っている市民の割合 

      ８５．２％    ⇒  ９０％以上 

■方向性Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進 

（１）安全・安心に関する意識の高揚及び行動の促進等 

【主な施策】 

・安全・安心に関する意識の高揚 

・安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成 

・交通安全の推進 

・暴力団の排除の推進 

・迷惑行為の防止の推進 

・消費生活等に関する安全・安心の推進 

・自転車盗、万引き行為防止対策の推進 

【安全・安心に関する意識の高揚】 

■子どもや女性の犯罪被害防止対策 

NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス＊との協働で、 

子どもや女性の犯罪被害を防止するため、子どもや女性 

を対象とした防犯セミナーに加え、平成３０（２０１８）年度 

から子どもを見守る保護者や教員等を対象とした見守り 

セミナーを開催し、防犯意識や知識の向上を図っています。 

【防犯教室参加実績】 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 

１１回 １，８５６人 １１回 １，８７４人 ２７回 ６，４３７人 ２６回 ５，４３４人 

※ 実施回数及び受講者数は、子ども防犯・女性防犯・子ども見守りの３つのセミナーの合算 

・        …重点的に取り組んだ施策 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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（地域安全マップ＊づくり） 

学生ボランティアの指導のもと、小学生が実際に街を歩いて地図を作成し、「どういった場所 

が危ないか」を学ぶことで、危機回避能力の向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域安全マップづくり実績】 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小学校１校 小学校１校 
小学校５校、

市民センター1 館 
小学校４校 

１４０人 ４０人 ３７４人 ２６５人 

 

 

【安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成】 

■事業者の新たな防犯活動の推進 

市内企業への安全・安心推進員（県警ＯＢ）による訪問等を通じて、自主防犯パトロール活動

への参加を促し、事業者による新たな防犯活動を推進しています。 

 

【安全・安心推進員による企業訪問実績】 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

３５７社 ３５７社 ３７９社 ３０１社 

 

 

 

【暴力団の排除の推進】 

■暴力追放の推進 

市の事業からの暴力団排除をはじめ、暴力追放 

大会の実施や市民等への支援等を行うとともに、 

警察等関係機関・団体との連携を深め、官民一体 

となって「暴力追放」に向けた取組を強化していま 

す。 

 

  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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■方向性Ⅱ 安全・安心な環境の構築  

（１）地域における安全・安心に関する活動の促進（ソフト面） 

【主な施策】 

・地域活動の推進 

・地域の防災力の強化 

・子どもの見守り活動の推進 

・青少年の非行等を生まない環境の構築 

・性暴力＊を根絶するための取組の推進 

 

【地域活動の推進】 

■地域防犯対策事業 

地域住民の防犯意識を醸成し、自主防犯活動を促進するため、各区役所に安全・安心指導

員（県警ＯＢ）を配置し、生活安全パトロール隊＊による防犯パトロールへの同行や指導、助言等

の支援を行うとともに、青色防犯パトロール活動＊を実施しています。 

 

（地域防犯パトロール） 

全小学校区（１２７校区）で、生活安全パトロール隊が結成され、地域防犯パトロールや子ども

の見守り活動、青少年の非行防止などの活動に取り組んでいます。  （令和５年度末現在） 

実施団体数 隊員数 

１８４団体 ７，９６１人 

（青色防犯パトロール活動） 

平成１７（２００５）年８月から、生活安全パトロール隊が、自動車に青色回転灯を装備して  

自主防犯パトロール活動を実施しています。 

また、青色回転灯を装備した市の公用車による市内一円の防犯パトロールや地域の防犯パト

ロールへの同行も行っています。                       （令和５年度末現在） 

                  

 

 

 

【性暴力を根絶するための取組の推進】 

 ■性暴力被害者支援等に関する広報・啓発 

  「性暴力被害者支援センター・ふくおか」の ポスターやチラシ、カード等の広報物を市内公共

施設に掲示・配架するとともに、市内転入者へ配布を行っています。  

 

 

 

 

 

 

実施団体数 活動台数 

６８団体 １３０台 

・        …重点的に取り組んだ施策 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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（２）安全・安心に配慮した環境の整備（ハード面）  

【主な施策】 

・安全・安心に配慮した環境の構築 

・通学路等の安全確保 

・空き家及び空き地の適正管理 

・風水害対策の推進 

・公共施設等の耐震化・長寿命化の推進 

 

【安全・安心に配慮した環境の構築】 

■防犯カメラの普及促進に向けた取組の推進 

 北九州市安全・安心条例に基づき、犯罪の起こりにくい安全・安心な環境を構築するため、 

市民等への防犯カメラの普及促進に向けた取組を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防犯カメラ設置補助実績】 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

７団体 １５団体 １７団体 １０団体 

２９台 ５２台 ５６台 ３５台 

 

（防犯カメラの設置・運用） 

市内主要幹線道路沿い及び小倉北区・八幡西区の繁華街に計１１４台の防犯カメラを設置

し、運用を行っています。 

 

■防犯灯のＬＥＤ化（防犯灯関連事業） 

市と地元で分担しながら、防犯灯を設置しており、自治会等に対し、設置費や維持管理費の

一部を補助しています。 

また、平成２３（２０１１）年度から、環境にやさしいＬＥＤ照明への転換を図っています。 

                           （令和５年度末現在） 

全防犯灯数 ＬＥＤ化灯数 ＬＥＤ化率 

６９，５００灯 ６２，８００灯 ９０％ 

 

・        …重点的に取り組んだ施策 
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■方向性Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制の充実 

（１）青少年等の非行等からの立ち直り支援  

（２）安全・安心に関する相談及び支援体制  

【主な施策】 

・非行等からの立ち直り支援の推進 

・安全・安心相談窓口の充実 

・犯罪被害者等の支援体制の充実 

・安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

 

【非行等からの立ち直り支援の推進】 

■北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 

「非行防止対策」・「非行からの立ち直り支援」・「薬物乱用の防止と啓発」・「地域団体・関係

機関との連携強化」の４つの柱をたて、学校における啓発活動や少年補導委員による見守り 

活動などに取り組んでいます。                         （令和５年度末現在） 

少年補導委員による補導回数 全市一斉パトロール参加者数 

３，２３２回 ８，１６４人 

 

（協力雇用主＊による立ち直りの支援） 

協力雇用主が、保護観察＊所等の関係機関・団体と連携のもと、犯罪歴や非行歴のある人を

積極的に雇用し、その更生を支援しています。               （令和５年度末現在） 

協力雇用主登録数 

市内２８９社 

 

【安全・安心相談窓口の充実】 

■安全・安心総合相談ダイヤル事業 

市民生活の身近な安全・安心に関する相談を受け付ける「安全・安心総合相談ダイヤル」を 

 開設し、市民等の不安感解消を図っています。 

 

【犯罪被害者等の支援体制の充実】 

■犯罪被害者等支援事業 

国や関係機関・団体との情報交換などにより、連携強化を行うとともに、「福岡犯罪被害者     

総合サポートセンター」及び「性暴力被害者支援センター・ふくおか」を福岡県、福岡市と共同で

設置・運営し、犯罪被害者等の支援体制の強化を図っています。 

 

 

 

・        …重点的に取り組んだ施策 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html


- 8 - 

■方向性Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信 

（１）安全・安心に関する情報の提供     

（２）安全・安心なまち北九州市の情報発信  

【主な施策】 

・安全・安心に関する情報の提供 

・都市のイメージアップに資する情報の発信 

・北九州市安全・安心条例の普及・啓発活動の推進 

 

【都市のイメージアップに資する情報の発信】 

■都市イメージの向上 

（戦略的な広報活動） 

新聞、雑誌、テレビ、インターネット等の各種 

マスメディアへの情報発信を戦略的に行うと 

ともに、映画・テレビドラマ等のロケ誘致や撮影 

支援を通じて、北九州市の知名度と都市イメージ 

の向上を図っています。 

 

 

 

 

【北九州フィルム・コミッションの撮影誘致・支援件数】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 合 計 ６１本 ５１本 ４９本 ４９本 ４１本 

 映画 ７本 ３本 ８本 ５本 ９本 

ドラマ ２９本 ９本 １３本 １４本 ２本 

ＣＭ等 ２５本 ３９本 ２８本 ３０本 ３０本 

 

 

（安全・安心情報発信） 

北九州市の「暴力の街」のイメージを払拭 

し、「安全で楽しい街」をアピールするため、 

改善した治安状況（刑法犯認知件数の減 

少等）をＰＲするショート動画を作成し、 

ＹｏｕＴｕｂｅやインスタグラムなどの各種 

ＳＮＳ広告を活用して、関東圏及び関西圏 

に配信しました。 

 

  

・        …重点的に取り組んだ施策 

≪令和５年度インスタグラム広告≫ 
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２ これまでの目標達成状況 

（１）目標の達成状況 

目指す姿１：日本トップクラスの安全なまち                       （直近の確定値） 

目標 目標値 実績値 達成状況 

① 刑法犯認知件数 

の減少 

４，５００件以下 
（策定時 ６，１２７件） 

６，０４４件 
（令和５年） 

未達成 

政令市ベスト３ 
（策定時 １１位） 

２０市中１４位 
（令和５年） 

未達成 

② 防犯パトロール活動 

への参加者数の増加 
６０，０００人以上 
（策定時 ３８，２２５人） 

８３，５９１人 
（令和５年度） 

達成 

 

目指す姿２：誰もが安心を実感できるまち 

目標 目標値 実績値 達成状況 

③ 「安全だ（治安が良い）」 

 と思っている市民の割合

の向上 

９０％以上 
（策定時 ８５．２％） 

８６．８％ 
（令和５年度） 

未達成 

 

目標① 刑法犯認知件数の減少 

目標値の４，５００件を下回る６，０４４件（策定時に比べ１．４％減）であり、人口 

１０万人当たりの刑法犯認知件数による政令市比較でも、策定時の１１位から１４位

に順位を落とす結果となりました。 

北九州市の刑法犯認知件数の推移について、全国や福岡県と比較したところ、い

ずれも平成１４年から令和３年まで一貫して減少し、令和４年、令和５年と２年連続で

増加しています。新型コロナウイルス感染症が収束し、人流が戻ったこと等により、刑

法犯認知件数も令和元年（感染拡大前）の水準に戻りつつあります。 

しかしながら、平成１４（２００２）年のピーク時（４０，３８９件）からは約８５％減少して

おり、当時の政令市１２市で比較すると、この間の減少率は、１位となっています。 

（順位は、平成１４年１０位⇒令和５年７位） 
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下記グラフのとおり、北九州市の刑法犯認知件数は、全国や福岡県と同じような

推移をたどっています。 

 

刑法犯認知件数の推移（平成１４年を１００とした場合） 

福岡県警察統計資料、警察庁統計資料に基づく北九州市作成資料 

 

 

 

北九州市の刑法犯認知件数（推移） 

34,874

40,389

35,530

26,562

21,998
21,420

18,231 17,639
16,670

15,295
14,043

12,409
12,372

11,267
9,682

8,124
7,570

6,504
6,127

5,145 5,109 5,452
6,044

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

約８５％ 

  

福岡県警察本部提供資料 

（件） 

0
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

全国 福岡県 北九州市



- 11 - 

 刑法犯認知件数の政令指定都市間比較（人口１０万人当たり） 

 策定時 

（令和元年） 
11 位   令和５年 14 位 

  都市名 認知件数    都市名 認知件数 

1 ★横浜市 430  1 ★横浜市 426 

2 ★川崎市 431  2 熊本市 439 

3 浜松市 446  3 浜松市 452 

4 熊本市 479  4 静岡市 458 

5 相模原市 549  5 ★川崎市 495 

6 ★札幌市 561  6 新潟市 516 

7 静岡市 572 
 

7 ★仙台市 554 

8 ★広島市 600 8 ★京都市 562 

9 新潟市 617 9 ★札幌市 572 

10 岡山市 642 10 相模原市 586 

11 ★北九州市 652 11 ★広島市 598 

12 ★仙台市 652  12 岡山市 636 

13 ★京都市 710  13 さいたま市 650 

14 ★千葉市 741  14 ★北九州市 660 

15 さいたま市 768  15 ★千葉市 716 

16 ★神戸市 769  16 堺市 761 

17 堺市 808  17 ★福岡市 771 

18 ★名古屋市 868  18 ★神戸市 802 

19 ★福岡市 880  19 ★名古屋市 853 

20 ★大阪市 1,507  20 ★大阪市 1,421 

 ★はピーク時（平成１４年）当時の政令市１２市 

＜参考：刑法犯認知件数のピーク時（平成１４年）当時の政令市１２市での比較）＞ 

        平成１４年                           令和５年 

  都市名 認知件数    都市名 認知件数 

1 横浜市 2,062  1 横浜市 426 

2 札幌市 2,190  2 川崎市 495 

3 川崎市 2,349  3 仙台市 554 

4 仙台市 2,712 
 

4 京都市 562 

5 京都市 2,743 5 札幌市 572 

6 広島市 2,783 6 広島市 598 

7 千葉市 3,349 7 北九州市 660 

8 神戸市 3,369 8 千葉市 716 

9 名古屋市 3,746  9 福岡市 771 

10 北九州市 4,013  10 神戸市 802 

11 福岡市 4,208  11 名古屋市 853 

12 大阪市 4,810  12 大阪市 1,421 
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目標② 防犯パトロール活動への参加者数の増加 

これまで防犯活動の中心を担ってきた生活安全パトロール隊活動の参加者数は、

パトロール隊員の高齢化や自治会への加入者数の減少により、近年は、減少傾向に

ありますが、地元企業を中心に、パトランキタキュー＊や学生ボランティアなどとの連携

を推進した結果、８３，５９１人と目標を大きく上回る結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標③ 「安全だ（治安が良い）」と思っている市民の割合の向上 

ＹｏｕＴｕｂｅやインスタグラムなどの各種ＳＮＳや市ホームページ等の広報媒体を活

用して安全・安心なまち北九州を内外へ発信するなど、都市イメージの改善及びシビ

ックプライド＊の醸成に努めました。その結果、「安全だ（治安が良い）」と思っている市

民の割合は、計画策定時（平成３０年度）の８５．２％から令和５（２０２３）年度は、 

８６．８％と１．６ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活安全パトロール隊 １０，４４３ １０，４４６ １０，３３７ １０，０５９ ７，９６１ 

企業・事業者 ２６，７３９ ３３，５８３ ３６，１０３ ５９，３８６ ７４，３４４ 

パトランキタキュー ６６５ ６８０ ６９３ ７３５ ７４５ 

学生ボランティア ３７８ ３７８ ４０５ ４３９ ５４１ 

合計 ３８，２２５ ４５，０８７ ４７，５３８ ７０，６１９ ８３，５９１ 

85.2%

86.1%

87.2%

84.1%

86.0%
86.8%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

「安全だ（治安が良い）と思っている市民の割合（推移） 

※毎年 8月頃に昨年度分の数値を公表 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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３ 課題 

これまでの取組の結果、次のような課題が見られました。 

 

ああああああああああああああああああああああああああ【課題】 

あああああああああああああ  安全・安心を実感できるまちとするためには、市民等の身

近な場所で行われる犯罪の抑止に取り組むことが課題です。

北九州市の刑法犯認知件数のうち自転車盗・万引きの件

数は、約３割を占めており、減少に向けて、主要駅周辺への

防犯カメラの設置や店舗に対する万引き対策の促進などの

取組が必要です。 

 

 

 

北九州市の刑法犯認知件数に占める自転車盗・万引きの件数（推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,715 1,524 1,675 1,786 1,997 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（１）刑法犯認知件数 

(6,127) 

32.7% 
33.0% 

32.7% 29.6% 

※（ ）の数字は刑法犯認知件数 

※赤色の数字は自転車盗・万引きの件数 

（件） 

27.9% 

(5,145) (5,109) 
(5,452) 

(6,044) 
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ア 匿名・流動型犯罪グループの台頭について 

  匿名・流動型犯罪グループとは、ＳＮＳを通じるなどした緩やかな結び付きで離合集散を繰り返

し、特殊詐欺や強盗などの違法な資金獲得活動を行う集団です。 

このグループの中には、資金の一部を暴力団に上納するなど、暴力団と関係を持つ実態も認め

られるほか、暴力団構成員が匿名・流動型犯罪グループと共謀して犯罪を行っている事例もあり、

暴力団の資金源になることが懸念されます。 

また、このグループがＳＮＳ等を通じて、犯罪の実行役を募集する闇バイトにより、若者が犯罪に

加担してしまうことが大きな課題となっています。 

 

イ 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪実行者の募集への対策について 

下記グラフのとおり、ＳＮＳからの応募が最も多くなっています。 

警察との連携を強化しつつ、市としても若者が犯罪行為に加担しないための広報啓発に取り組

む必要があります。 

 

 

 

 

 

（２）匿名・流動型犯罪 

グループ＊の台頭と動向 

 

 【課題】 

近年、匿名・流動型犯罪グループが台頭し、ニセ電

話詐欺被害（特殊詐欺）や強盗、窃盗などの被害が
拡大してきています。 

このような新たな脅威への対策を警察と連携して

行っていく必要があります。 

受け子等になった経緯について（全国） 

 

SNSから応募

991人（42％）

知人等紹介

763人（32％）

不明

362人（15％）

その他

88人（4％）

求人サイト

82人（4％）

インターネット掲示板

56人（2％） ヤミ金融

31人（1％）

警察庁資料に基づく北九州市作成資料 

合計 2,373人 

※令和 5年 1月から同年 12月末までに検挙した被疑者を対象に調査 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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ウ 匿名・流動型犯罪グループによる多様な資金獲得活動の動向について 

  匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめ、様々な犯罪により資金を獲得しているとみ

られます。 

  全国における匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる主な資金獲得犯罪の検挙人員

をみると、詐欺が最も多く、続いて窃盗、薬物事犯、強盗となっています。 

 

 

 

 

ニセ電話詐欺（特殊詐欺）とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、

指定した口座への振り込み等の方法により、現金をだまし取る犯罪の総称です。 

近年は、匿名・流動型犯罪グループによるものとみられるニセ電話詐欺が広域的に行われ

ている状況がみられます。 

 

 

  H30 R1 R2 R3 R4 R5 

件数 

（件） 

全国 17,844 16,851 13,550 14,498 17,570 19,038 

福岡県 359 279 201 329 368 576 

北九州市 55 66 29 74 99 181 

被害額

(億円) 

全国 382.9 315.8 285.2 282.0 370.8 452.6  

福岡県 6.7 6.8 3.9 7.6 9.2 13.3 

北九州市 1.2 2.1 0.6 1.3 2.5 2.7 

ニセ電話詐欺被害件数と被害額

（額 

（ア） ニセ電話詐欺（特殊詐欺）の被害状況について 

※北九州市は中間市と遠賀郡を含む数値 

詐欺

289人（57％）
窃盗

103人（20％）

薬物事犯

70人（14％）

強盗

34人（7％）

風営適正化法違反

12人（2％）

合計 508人 

警察庁資料に基づく北九州市作成資料 

※令和６年４月から５月までの間の検挙人員 

匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる主な資金獲得犯罪の検挙人員（全国） 
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（イ） ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺＊について 

   犯人が投資や結婚等に関心を持つ被害者とＳＮＳを通じて直接会うことなく、関係を深めてお

金をだまし取る手口の犯罪です。被害件数及び被害額が急増しており、他の手口と比べ、１件

あたりの被害額が大きいことが特徴です。 

 

 被害件数 被害額 １件あたりの被害額 

全国 7,662件 約 974.3億円 約 1,300万円 

福岡県 520件 約 56.1億円 約 1,100万円 

北九州市 122件 約 10.6億円 約 900万円 

 

（ウ） 強盗、窃盗等について 

   強盗、窃盗等についても、ＳＮＳや求人サイト等で「高額バイト」、「即日即金」等の文言を用い

て実行犯が募集された上で敢行される実態がうかがわれます。 

また、匿名・流動型犯罪グループによるものと思われる手口により敢行された強盗・窃盗等は、

従来のものとは性質が異なり、玄関や窓を叩き割って侵入し、被害者に暴行を加えるなどの強

硬的な手段を用いることが多くみられます。そのため、住宅の防犯対策ついて啓発を行う必要が

あります。 

 

 

 

 

 

ニセ電話詐欺被害件数及び被害額の推移（平成 30年を 100 とした場合） 

 

0

50

100

150

200
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300

350

H30 R1 R2 R3 R4 R5

全国 件数 福岡県 件数 北九州市 件数

全国 金額 福岡県 金額 北九州市 金額

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害件数と被害額（令和６年１月～９月） 

※北九州市は中間市

と遠賀郡を含む数値 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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あああああああああああああ    

 

 

  

 

 

 

   （生活安全パトロール隊の参加者数） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１０，４４３人 １０，４４６人 １０，３３７人 １０，０５９人 ７，９６１人 

 

あああああああああああああああああああああああ ああ 

あああああああああああああ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）防犯パトロール活動 

への参加者数 

（４）「安全だ（治安が良い）」 

と思っている市民の割合 

 暴力団排除の推進や地域による防犯パトロールな

どによって、市民意識調査における市政評価では、

「防犯、暴力追放運動の推進」が平成２７年から９年

連続第１位となっています。また、市政要望でも、近

年は１０位以内から外れるなど、少しずつ治安に対

する不安なイメージの改善が進んでいます。今後は、

体感治安の更なる改善に向けて、安全・安心なまち

をＰＲするなどイメージアップに向けた取組の継続が

必要です。 

 【課題】 

カッコ内の数字は得点数で、１位３点、２位 2点、3位 1点として計算 

＜市民意識調査における市政評価（「以前に比べてかなりよくなっている」もの）＞ 

 

通学路などへの地域における見守り活動や防犯パト

ロール活動の強化の必要性は依然としてあるものの、

活動の中心を担う生活安全パトロール隊の参加者は、

高齢化や自治会への加入者数の減少により、減少傾

向にあるため、新たな担い手づくりが必要です。 

 

 【課題】 
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第３章 計画の目標及び方向性 

この計画では、第２次行動計画の取組結果や目標の達成状況及び課題を踏まえ、

目指す姿と具体的な目標項目は引き継ぐこととし、既に達成している目標値について、

新たな目標値を設定して取り組みます。 

 

１ 目指す姿    

「日本トップクラスの安全なまち」  及び 

「誰もが安心を実感できるまち」   を目指す。 

 

 

２ 具体的な目標 

（１）目指す姿：日本トップクラスの安全なまち 

目標 目標値 

①  刑法犯認知件数の減少 

４，５００件以下 

（令和５年 ６，０４４件） 

政令市ベスト５ 

（令和５年 政令市１４位） 

②  防犯パトロール活動への 

参加者数の増加 

９２，０００人以上 

（令和５年度 ８３，５９１人） 

 

（２）目指す姿：誰もが安心を実感できるまち 

目標 目標値 

③ 「安全だ（治安が良い）」 

 と思っている市民の割合の向上 

９０％以上 
（令和５年度 ８６．８％） 
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＜ 日本トップクラスの安全なまち ＞ 

目標① 刑法犯認知件数の減少 

【第１次策定時】   【第２次策定時】   【第３次策定時】   【令和１１（２０２９）年】 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市の刑法犯認知件数は、第２次行動計画策定時に掲げた目標の４，５００

件以下は達成できませんでしたが、第１次行動計画策定時（１１，２６７件）から約

４６．４％減少しました。 

この計画では、安全・安心に配慮した環境整備の推進と併せて、特に件数の多い

自転車盗や万引き（令和５年の北九州市の刑法犯認知件数の約３割）の対策や、被

害拡大が顕著なニセ電話詐欺（特殊詐欺）、新たな手口として現れたＳＮＳ型投資・

ロマンス詐欺などの対策を行うことにより、刑法犯認知件数４，５００件以下、政令市

ベスト５を目指します。 

 

目標② 防犯パトロール活動への参加者数の増加 

【第１次策定時】   【第２次策定時】   【第３次策定時】   【令和１１（２０２９）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

地域の安全・安心の確保は、市民一人ひとりが当事者意識を持ち、「地域を見守  

   る目」を増やすことが重要です。 

この計画では、既存の生活安全パトロール隊・パトロールランニング＊・学生ボランテ

ィアといった防犯活動団体間との連携強化に努めるとともに、買い物やウォーキング、 

営業活動をしながら地域を見守る「ながら見守り＊」活動や自宅や事業所の窓から  

登下校中の子どもなどを見守る「窓から見守り＊」活動を推奨することによって、防犯 

パトロール活動への参加者数９２，０００人以上を目指します。 

 

 

 

１１,２６７件 

政令市１２位 

６,１２７件 

政令市１１位 

６,０４４件 

政令市１４位 

４,５００件以下 

政令市ベスト５ 

（平成２６年） （令和元年） （令和５年） 

（平成２６年度） （令和元年度） （令和５年度） 

１０,０００人 ３８,２２５人 ８３,５９１人 ９２,０００人以上 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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＜ 誰もが安心を実感できるまち ＞ 

 

【第１次策定時】   【第２次策定時】   【第３次策定時】    【令和１１（２０２９）年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市は、暴力団情勢が劇的に改善され、「安全なまち」になりましたが、過去

の様々な事件等によって傷ついたイメージを改善するまでには至っていません。 

この計画では、引き続き、あらゆる機会を捉えて安全・安心に関する取組を情報発

信し、イメージの回復に努めることで、「安全だ（治安が良い）」と思う市民の割合９０％

以上を目指します。 

 

 

<３つの目標の関係性イメージ図> 

 

 

  

４,５００件以下 

政令市ベスト５ 

【目標①】 

刑法犯認知件数の 

減少 

【目標②】 
防犯パトロール活動 

への参加者数の増加 

９０％以上 

【目標③】 

「安全だ（治安が良い）」 

と思っている市民の割合の向上 

連 動 

９２，０００人以上 

【目指す姿】 

「日本トップクラスの安全なまち」 

「誰もが安心を実感できるまち」 

（平成２６年度） （平成３０年度） （令和５年度） 

７６％ ８５．２％ ８６．８％ ９０％以上 

目標③ 「安全だ（治安が良い）」と思っている市民の割合の向上 



- 21 - 

３ 施策の方向性 

この計画の目標を実現するため、北九州市安全・安心条例の基本理念に基づき、 

４つの方向性に沿って、施策を推進していきます。また、特に配慮すべき対象者につい

ては、それぞれ特性に合わせた施策を推進していきます。 

 

■方向性Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進 

安全・安心なまちづくりを推進していくためには、市民一人ひとりが、当事者意識を 

持って防犯活動をはじめとした、安全・安心に資する取組を自発的に行っていくことが不

可欠です。 

市民等は、安全・安心の確保について自ら知識を深め、主体的に行動することが  

求められています。このため、市民等自らが「自分たちのまちは自分たちが守る」という 

意識の醸成を図るなど、安全・安心なまちづくりのための取組が円滑に推進されるよう、

市は広報啓発や情報提供をはじめ、必要な支援を行います。 

 

（１）安全・安心に関する意識の高揚及び行動の促進等 

  【主な施策】 

   ●安全・安心に関する意識の高揚 

   ●安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成 

   ●交通安全の推進 

   〇暴力団の排除の推進 

   〇迷惑行為の防止の推進 

   ●消費生活等に関する安全・安心の推進（※） 

   ●自転車盗・万引き行為防止対策の推進 

 

 

     

※詐欺被害・犯罪加担行為防止の取組 （主な事業はＰ３１、３３、４８参照） 

近年、特殊詐欺の被害額及び被害件数が増加しています。さらに、ＳＮＳ型投資

詐欺やロマンス詐欺など新たな手口による被害も広がっており、喫緊の課題となっ

ています。 

そこで、この計画では、これらの犯罪に対する取組を警察や関係団体等と連携 

して進めていきます。 

  

  

 

 

●…重点的に取り組む施策 

〇…継続して取り組む施策 

＜新たな施策＞ 
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■方向性Ⅱ 安全・安心な環境の構築 

安全・安心な環境を構築するには、市民が互いに支え合い思いやる良好な地域社会

の形成（ソフト面）と、安全・安心に配慮した環境整備（ハード面）の双方を充実させること

が効果的です。 

地域に住む誰もが自分の住む地域のことを考え、絆や助け合いを大事にする良好な 

地域社会を形成するため、市は、安全・安心に関する活動の参加者拡大を支援するな

どして、地域における安全・安心に関する活動を促進していきます。 

また、安全・安心に配慮した公共施設の整備や管理を行い、防犯カメラの普及促進

に向けた取組を行うなど、犯罪の起こりにくい安全・安心な環境の構築を図ります。 

 

（１）地域における安全・安心に関する活動の推進（ソフト面） 

   ●地域活動の推進 

   〇地域の防災力の強化 

   〇子どもの見守り活動の推進 

   〇青少年の非行等を生まない環境の構築 

   ●性暴力を根絶するための取組の推進 

 

（２）安全・安心に配慮した環境の整備（ハード面） 

   ●安全・安心に配慮した環境の構築 

   ●通学路等の安全確保 

   ●空き家及び空き地の適正管理 

   〇風水害対策の推進 

   〇公共施設等の耐震化・長寿命化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●…重点的に取り組む施策 

〇…継続して取り組む施策 
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■方向性Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制等の充実 

市民等が、安全・安心を実感するには、犯罪などの安全・安心を脅かす事態の発生

を防ぐとともに、そうした事態が発生した場合に備え、相談窓口や被害者等への支援 

体制の充実が重要です。 

このため、相談者が分かりやすく、利用しやすい窓口の十分な周知を図っていきます。 

一方、全国の検挙者に占める再犯者の割合は、令和４（２０２２）年に４７．９%となって

おり、安全・安心な社会の実現には、再犯防止対策が必要不可欠となっていることから、

犯罪をした者の立ち直り支援にも取り組んでいきます。 

また、市は、関係機関と連携し、青少年等の非行等に関する相談及び立ち直りの  

ための修学支援・就労支援の充実を図ります。 

 

（１）青少年等の非行等からの立ち直り支援 

   ○非行等からの立ち直り支援の推進 

   ●犯罪をした者の立ち直り支援 

 

   

（２）安全・安心に関する相談及び支援体制 

   ●安全・安心相談窓口の充実 

   ○犯罪被害者等の支援体制の充実 

   ●安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

 

 

 

※元暴力団員の社会復帰対策推進事業 （主な事業は P30、40参照） 

 北九州市があらゆる事業を行っていくうえで基礎となる「安全・安心」にかかる都

市イメージの刷新には、「暴力団の壊滅」が必要不可欠です。そのため、組織離

脱を考えている暴力団構成員やその家族などからの相談を受け付け、組織離脱

を後押しし、就労先での定着化の促進を図ります。 

そして、警察による事件検挙と両輪で元暴力団員の社会復帰を推進していき

ます。 

（なお、本補助事業の対象は、北九州市に拠点を置く指定暴力団の構成員に

限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

●…重点的に取り組む施策 

〇…継続して取り組む施策 

＜新たな施策＞ 
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■方向性Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信 

インターネットを利用したソーシャルメディアの普及が進み、誰もが手軽に情報を発信 

し、相互のやりとりができる環境にあって、北九州市のこれまでの安全・安心に関する情

報や取組とともに、北九州市独自の魅力を発信することが重要です。 

このため、市民等への安全・安心に関する情報提供をはじめ、安全・安心なまちづくり

に関する取組等について、積極的に情報発信を行っていきます。 

また、過去の凶悪事件等によって傷ついたイメージの改善に向け、数値やビジュアル

を活用して安全・安心なまち北九州を内外に向けて積極的に発信していきます。 

 

（１）安全・安心に関する情報の提供 

   〇安全・安心に関する情報の提供 

（２）安全・安心なまち北九州市の情報発信 

   ●都市のイメージアップに資する情報の発信 

   〇北九州市安全・安心条例の普及・啓発活動の推進  

●…重点的に取り組む施策 

〇…継続して取り組む施策 
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■特に配慮すべき対象への安全対策 

子ども、女性、高齢者及び障害のある人は「犯罪における弱者」と言われることもあり、 

それぞれを対象とした犯罪等の特性に配慮した取組が必要です。 

（１）子どもの安全対策 

インターネットを悪用した子どもを狙った犯罪、親による虐待、子どもが犠牲となる

交通事故の発生など、子どもを取り巻く環境は依然厳しいものとなっています。子ども

は犯罪から身を守るために必要な知識や経験に乏しい上に、体力的・精神的にも 

未成熟であることから、北九州市の将来を担う子どもたちが、安全・安心で健やかに

育っていくため、総合的な取組が重要です。 

 

   ●安全・安心に関する意識の高揚 

   〇子どもの見守り活動の推進 

   〇青少年の非行等を生まない環境の構築 

   ●通学路等の安全確保 

   〇非行等からの立ち直り支援の推進 

   ●安全・安心相談窓口の充実 

 

（２）女性の安全対策 

ストーカー事件や性犯罪をはじめ、夫婦間や恋人間のＤＶ＊など、女性が被害者と 

なる事案は、ひとたび被害に遭った場合の心身に与える影響は深刻なことも多いため、

女性が事件事故に巻き込まれることなく、安全で安心して暮らせるよう、被害防止に

向けた取組の強化及び被害を受けた方等への支援体制・相談体制の整備が重要で

す。 

 

   ●安全・安心に関する意識の高揚 

   ●安全・安心相談窓口の充実 

   ○犯罪被害者等の支援体制の充実 

 

（３）高齢者の安全対策 

高齢者が、交通事故や消費者トラブルの被害者となるケースが後を絶ちません。 

高齢者率の高い北九州市では、高齢者の事件・事故の防止に向けて、特に配慮し

た取組が必要です。 

運転に不安がある高齢者に対しては、運転免許証自主返納の支援を行うなど、高

齢者の交通事故を防止するために、更なる取組の強化が重要です。 

 

   ●安全・安心に関する意識の高揚 

●交通安全の推進 

●…重点的に取り組む施策 

〇…継続して取り組む施策 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/147_00008.html
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   ●消費生活等に関する安全・安心の推進 

   ○地域の防災力の強化 

   ●安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

（４）障害のある人の安全対策 

障害のある人が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、引き

続き防災対策やバリアフリー化の推進など、障害のある人に配慮した施策の推進が

重要です。 

 

   ●安全・安心に関する意識の高揚 

○地域の防災力の強化 

   ●安全・安心に配慮した環境の構築 

   ●安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

 

 

４ 計画の体系図 

この計画の体系図は、次のとおりです。 

 



 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※新規は下線 

（１）安全・安心に関する意識の高揚及び 

行動の促進等 

令和１１年度までの目標       目指す姿                目標値 

（１）日本トップクラスの安全なまち 

（２）誰もが安心を実感できるまち 

 

「

安

全

・

安

心

を

実

感

す

る

こ

と

が

で

き

る

ま

ち

」

を

実

現

し

、 

「

安

全

・

安

心

な

ま

ち

づ

く

り

」

を

次

の

世

代

に

継

承

す

る

。 

  

Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進 

（１）青少年等の非行等からの立ち直り支援  

（２）安全・安心に関する相談及び支援体制 

（１）地域における安全・安心に関する活動の推進 

（ソフト面）  

（２）安全・安心に配慮した環境の整備 

（ハード面）  

（１）安全・安心に関する情報の提供    

（２）安全・安心なまち北九州市の情報発信 

方向性・取り組みの方針 主 な 施 策 条例の目的 

Ⅱ 安全・安心な環境の構築 

Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信 

Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制等の充
実 

●安全・安心に関する意識の高揚  

●安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成 

●交通安全の推進 

○暴力団の排除の推進 

○迷惑行為の防止の推進 

●消費生活等に関する安全・安心の推進 

●自転車盗・万引き行為防止対策の推進 

 

●地域活動の推進 

○地域の防災力の強化 

○子どもの見守り活動の推進 

○青少年の非行等を生まない環境の構築 

●性暴力を根絶するための取組の推進 

 

●安全・安心に配慮した環境の構築 

●通学路等の安全確保 

●空き家及び空き地の適正管理 

○風水害対策の推進 

○公共施設等の耐震化・長寿命化の推進 

○非行等からの立ち直り支援の推進  

●犯罪をした者の立ち直り支援 

 

●安全・安心相談窓口の充実 

○犯罪被害者等の支援体制の充実 

●安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

○安全・安心に関する情報の提供 

 

●都市のイメージアップに資する情報の発信 

○北九州市安全・安心条例の普及・啓発活動の推進 

【凡例】●…重点的に取り組む施策・事業 

○…継続して取り組む施策・事業 

主 な 事 業 

特に配慮する対象 子 ど も の 安 全 対 策 女 性 の 安 全 対 策 高 齢 者 の 安 全 対 策 障害のある人の安全対策 

●子どもと女性の「防犯力アップ」事業 ○市場・商店街等の防火対策の推進 

●新たな防犯活動の推進 ●学生安全・安心ボランティア活動の推進 

●交通安全推進事業 ●高齢運転者の交通安全対策 ○自転車交通安全の啓発推進 

○元暴力団員の社会復帰対策推進事業 ●若者の犯罪行為への加担防止啓発事業 

○民間事業者による啓発活動 ●客引き行為等の適正化に関する条例推進事業 

○消費者啓発の推進 ●詐欺被害・犯罪加担行為防止の取組 

●自転車盗・万引き行為防止のための啓発活動 など 

●地域防犯対策事業 ○生活安全パトロール隊支援事業 

○みんな de Bousai まちづくり推進事業 

○スクールヘルパーの配置 

○北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 など 

●性暴力被害者等に対する総合相談窓口の設置  ●性暴力根絶等に関する教育活動 

 

●防犯カメラの普及促進に向けた取組の推進 ○道路照明のＬＥＤ化 

●通学路の安全対策の強化 ●通学路防犯灯の充実 ●不審者の学校侵入対策 

●空き家対策事業  

○アンダーパスの事故防止対策 ○居住誘導促進事業 ○盛土の安全対策 

○上下水道の地震等対策推進事業 など 

○協力雇用主と連携した就労支援 ○非行防止活動の推進 ○不登校対策の充実 

○触法障害者支援事業 ○セーフティネット住宅の登録の促進 など 

●安全・安心総合相談ダイヤル事業  

○犯罪被害者等支援事業 

●防災拠点の整備 ○あんしん通報システム など 

○災害に関する情報の提供 ○犯罪発生状況の情報提供 など 

●都市イメージの向上 ○情報発信・取材協力事業 

○北九州市安全・安心条例普及・啓発事業 など 
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① 刑法犯認知件数を４，５００件以下・政令市ベスト５にする。 

② 防犯パトロール活動への参加者（市民、事業者、大学生などの参加）を９２，０００人以上にする。 

③「安全だ(治安が良い)」と思っている市民の割合を９０％以上にする。 

計画の体系図 


